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規 則

北海道林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４３号

北海道林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則
北海道林業・木材産業改善資金貸付規則（昭和５１年北海道規則第９１号）の一部を次のよう
に改正する。
附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。
２ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係
規定の施行等に関する政令（平成２３年政令１３２号）第１条第１項各号のいずれかに該当す
る者が平成２８年３月３１日までに貸付けを受ける林業・木材産業改善資金についてのこの規
則の規定の適用については、第１条中「（平成２２年農林水産省令第５１号）並びに」とある
のは「（平成２２年農林水産省令第５１号）、」と、「（平成２３年農林水産省令第７号）」と
あるのは「（平成２３年農林水産省令第７号）並びに東日本大震災に対処するための特別の
財政援助及び助成に関する法律（平成２３年法律第４０号）及び東日本大震災に対処するため
の特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令（平
成２３年政令第１３２号）」と、第２条第２項中「１５年」とあるのは「１８年」と、「５年」と
あるのは「８年」とする。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

北海道告示第４５１号

救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第１条第１項の規定による次の救急
病院から、同項の申出を撤回する旨の届出があった。
なお、届出のあった救急病院の所在地及び申出撤回日は、省略し、北海道保健福祉部医療
政策局医療薬務課に備え置いて縦覧に供する。
平成２３年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
豊岡中央病院（旭川市）
枝幸町国民健康保険歌登病院（枝幸町）
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北海道告示第４５２号

昭和６２年北海道告示第１７７０号（救急病院及び救急診療所の認定）の一部を次のように改正
する。
平成２３年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
札幌市の項財団法人小児愛育協会附属愛育病院の事項中「平成２３．６．３０」を「平成２６．

６．３０」に改め、同項医療法人社団朋仁会整形外科札幌リハビリテーション病院の事項中「医
療法人社団朋仁会整形外科札幌リハビリテーション病院」を「医療法人社団朋仁会整形外科
北新東病院」に改め、同項医療法人三和会札幌南整形外科病院の事項及び札幌社会保険総合
病院の事項中「平成２３．６．３０」を「平成２６．６．３０」に改める。
函館市の項社会医療法人函館渡辺病院の事項中「平成２３．６．３０」を「平成２６．６．３０」に改
める。
旭川市の項豊岡中央病院の事項を削る。
室蘭市の項新日鉄室蘭総合病院の事項中「新日鉄室蘭総合病院」を「社会医療法人製鉄記
念室蘭病院」に改める。
釧路市の項社会医療法人孝仁会星が浦病院の事項中「平成２３．６．３０」を「平成２６．６．３０」
に改める。
帯広市の項社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院の事項中「平成２３．６．３０」を「平成

２６．６．３０」に改める。
北見市の項特別医療法人明生会道東脳神経外科病院の事項中「特別医療法人明生会道東脳
神経外科病院」を「社会医療法人明生会道東脳神経外科病院」に改める。
苫小牧市の項医療法人社団医修会とまこまい脳神経外科の事項中「平成２３．６．３０」を「平
成２６．６．３０」に改める。
石狩市の項石狩幸惺会病院の事項中「平成２３．６．３０」を「平成２６．６．３０」に改める。
枝幸町の項枝幸町国民健康保険歌登病院の事項を削る。
広尾町の項中「平成２３．６．３０」を「平成２６．６．３０」に改める。

北海道告示第４５３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成２３年７月５日から２０日間、一般の縦覧に供する。
平成２３年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所

きよ

滝 川 西 経営体育成基盤整備［面的集積型］（農業用用排水施設、暗渠排水、区画整理） 北海道空知総合振興局

大 沼 南 同 北海道上川総合振興局
大沼中央 同 同
大 沼 北 同 同

北海道告示第４５４号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２３年７月１日
北海道知事 高 橋 はるみ

１� 保安林予定森林の所在場所 函館市日浦町５６０（国有林）
� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 名寄市字智恵文１０６７の３・５５２６の３・５５２６の６（以上
３筆について次の図に示す部分に限る。）、５８８２

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４５５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２３年７月１日
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北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除予定保安林の所在場所 函館市赤川町２３０・２３１・２５６・２５７・２６８（以上５筆

について次の図に示す部分に限る。）、２６４
� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
２� 解除予定保安林の所在場所 河東郡士幌町字士幌西三線２１１の４２（次の図に示す

部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を関係総合振興局産業振興部林務課並びに函館市役所
及び士幌町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４５６号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２３年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 夕張郡長沼町・標津郡中標津町（以上２町国有林。次

の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び関係町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４５７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２３年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
礼文郡礼文町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

北見市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 飛砂の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

北見市・紋別郡雄武町（以上１市１町について次の
図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

４� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

北見市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 魚つき
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
北見市（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
５� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
北見市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局産
業振興部林務課並びに北見市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４５８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道オホーツク総合振興局網走建設管
理部に備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２３年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 北見美幌線 北見市川東３７１番６地先から

同市若松２３番１地先まで
平成２３．７．４

北海道告示第４５９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部に
備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２３年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 富野軽舞線
３ 道路の区域
区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間

勇払郡厚真町字軽舞３５３番１地先から 前 １７．０７	 １０４．３６	 ――同郡厚真町字軽舞３４９番１地先まで

後 １７．０７	 １０４．３６	 ――

後 １７．０７	から １０９．７１	 ――３０．２６	まで
勇払郡厚真町字軽舞２７２番５地先から 前 １４．００	から ９９．５４	 ――同郡厚真町字軽舞２７２番１地先まで １５．２８	まで

後 １４．００	から ９９．５４	 ――１５．２８	まで

後 １４．００	から １０４．３８	 ――３０．０７	まで

北海道告示第４６０号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により、次のとおり都市計画事

業を認可した。

平成２３年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 施 行 者 の 名 称 札幌市

２ 都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（３・４・５４号宮の森・北２４

条通及び３・３・１２８号米里通）

３ 事 業 施 行 期 間 平成２３年７月１日から平成３１年３月３１日まで

４ 事 業 地 （ 収 用 の 部 分 ） 札幌市東区東雁来３条１丁目、東雁来４条１丁目、東

雁来町、白石区菊水元町９条１丁目、菊水元町１０条１丁

目、米里１条２丁目及び米里地内

北海道告示第４６１号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指

定）の一部を次のように改正する。

平成２３年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ

２ 売りさばき人の項に次の１事項を加える。

富良野市白菊会 平成２３．６．１７ 富良野市役所売店

北海道告示第４６２号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

４北 海 道 公 報 第����号平成２３年７月１日（金曜日）



平成２３年７月１日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 落札に係る物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータの賃貸借 ３台分 一式（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２３年６月１６日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社ＨＢＡ
� 住 所 札幌市中央区北４条西７丁目１番地８
４ 落札金額
６，３８４円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年５月１７日付け北海道告示第３４８号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道出納局集中業務室調達課

� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

公 告

地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第２２条第３項及び同法施行規程第６７条
の２の規定により、北海道市町村職員共済組合及び北海道都市職員共済組合から、平成２２年
度の決算について登載依頼があった。
平成２３年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北 海 道 市 町 村 職 員 共 済 組 合 公 告

北海道市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成２２年度決算の要旨を公告する。
平成２３年６月１０日

北海道市町村職員共済組合理事長 上 野 正 三
１ 組合に属する地方公共団体等

市 町 村 一部事務組合等 合 計

２２ １２９ １５ １０２ ２６８

２ 組合員数及び給料月額は、次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一般組合員（一般職） 一般組合員（特別職） 市町村長組合員 特定消防組合員 市町村長長期組合員 継続長期組合員 任意継続組合員 合 計

組 合 員 数（人） ３２，７６５ １，０５０ １６４ ４，９１５ ２ ３ １，１３５ ４０，０３４

給 料 月 額（百万円）：長期 １０，７２３ ３９７ ９９ １，４８０ １ １ － １２，７０２

〃 ：短期 １０，８８１ ４００ １１４ １，４８０ １ － ３２８ １３，２０４

一人当たり給料月額（円）：長期 ３２７，２８２ ３７８，４４５ ６０５，０３０ ３０１，１０３ ６２０，０００ ４０９，７４８ － ３２６，５４８

〃 ：短期 ３３２，１０３ ３８０，７１５ ６９２，３８３ ３０１，１０３ ６６９，２５０ － ２８８，７１１ ３２９，８３５

３ 組合職員の数は、次のとおりである。
（単位：人）

経 理 単 位 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資 計

人 員 ３２ ６ １７ ７ ３ ４ ６９

４ 各経理単位別収支状況は、次のとおりである。
� 損益計算書の要旨

（単位：千円）

区 分 短 期 長 期 預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資

北 海 道 公 報 第����号 ５平成２３年７月１日（金曜日）



（収 入）

負 担 金 １０，９９１，２５９ ３５，６８７，４１２ ５４９，５７５ ４２８，１４０

掛 金 １１，３８９，１９１ １８，４０９，６８８ ４１７，９３２

施設収入・商品売上 １，３４８，４４３ ４２６，７０８

基 礎 年 金 交 付 金

利 息 及 び 配 当 金 １，７８１ ７４０，９９９ １３，４３２ ２９，５１７ ３４，９６７ １，１０５，８８０ ２０ ４

そ の 他 収 入 １，１１１，２５７ ５４，０２７ ８８，４９１ １６０，６６５ ７８４，６５５ ６０，１０２

他 経 理 か ら 繰 入 金 ７１，５２８

前 年 度 支 払 準 備 金 １，８５４，４４５

前年度繰越長期給付積立金

前 期 損 益 修 正 益 １２

計 ２５，３４７，９３２ ５４，０９７，１００ ７４０，９９９ ６３４，５４８ ９２９，６１７ １，４７１，９０１ １，２６６，５４５ ７８４，６７５ ４８６，８１４

（支 出）

給 付 金 １１，９１９，０２２

役 職 員 給 与 ２７３，３２０ ４２，７４２ ２８６，５７４ ５５，４１４ １７，１５０ ３１，６６４

旅 費 ・ 事 務 費 ３６，０７４ ６，５０８ ３，９７８ １４，７４３ ３，２７５ ５，１７４

商 品 仕 入 ３３，９９２ ４２６，７０８

飲 食 材 料 費 １６１，６５１

委 託 費 ２１，９６８ ２０，６２２ １３８，１１７ ４，６３０ ８３０

支 払 利 息 ７４０，９９９ ８４６，２３５ ６２６，４３６ １０３

連 合 会 払 込 金 ３２２，１４５ ２７，３７６

老 人 保 健 拠 出 金 ７，７４２

退 職 者 給 付 拠 出 金 ６７３，７９８

基礎年金拠出金負担金

他 経 理 へ の 繰 入 金 ７１，５２８

そ の 他 支 出 １０，９４６，４８４ ５４，０９７，１００ ２６１，７３５ ７７２，８９１ ８１６，６２０ ２３，２７５ ７１，４９３ １１，９２３

次 年 度 支 払 準 備 金 １，８８１，８４４

次年度繰越長期給付積立金
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貸 倒 損 失

前 期 損 益 修 正 損 ３，１１２

固 定 資 産 除 去 損 ４４０

計 ２５，８２２，５６２ ５４，０９７，１００ ７４０，９９９ ５９３，０９７ ８４５，８７５ １，４４１，３７３ ９３９，６６７ ７５０，３６０ ４７６，４０２

差引当期利益（損失）金 △４９８，７８７
０ ０ ４１，４５１ ８３，７４２ ３０，５２８ ３２６，８７８ ３４，３１５ １０，４１２

２４，１５７

※短期の差引当期利益（損失）金欄は上欄は短期分、下欄は介護に係る差引当期利益（損失）金です。

� 貸借対照表の要旨
（単位：千円）

区 分 短 期 長 期 預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資

（資 産）

流 動 資 産 ２，８９３，０９６ ２，９６５，１００ ９２４，８００ ８３３，０３３ ２，１１２，０５３ ２，０１２，３５４ ２，４５８，００７ ４８９，０２１ ６９４，４０９

固 定 資 産 ３２，１５９，９７８ １，８２５ １８９ ２，０１３，８９３ ６２，７９６，８９０ ２５，７２２，７６５

計 ２，８９３，０９６ ２，９６５，１００ ３３，０８４，７７８ ８３４，８５８ ２，１１２，２４２ ４，０２６，２４７ ６５，２５４，８９７ ２６，２１１，７８６ ６９４，４０９

（負 債）

流 動 負 債 ９０９，７４３ ２，９６５，１００ １７，２８０ ９４，６９５ ９１，１８６ ５９，５７７，９０３ ９，２４７ ６３，３６４

固 定 負 債 １，８８１，８４４ ３３，０８４，７７８ ５１０，２１６ ５２，０８３ ９４６，４０６ ８２，２４２ ２５，４５１，９７４ ５０，７１６

剰 余 金 又 は 欠 損 金 １０１，５１０ ３０７，３６２ １，９６５，４６４ ２，９８８，６５５ ５，５９４，７５２ ７５０，５６４ ５８０，３２９

計 ２，８９３，０９６ ２，９６５，１００ ３３，０８４，７７８ ８３４，８５８ ２，１１２，２４２ ４，０２６，２４７ ６５，２５４，８９７ ２６，２１１，７８６ ６９４，４０９

北 海 道 都 市 職 員 共 済 組 合 公 告
北海道都市職員共済組合定款第４４条の規定に基づき、平成２２年度決算の要旨を公告する。
平成２３年６月１５日

北海道都市職員共済組合理事長 渡 辺 孝 一

１ 組合に属する地方公務員等

市 一部事務組合等 合 計

１２ ８ ２０

２ 組合員数及び給料月額は、次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一 般 組 合 員 市 長 組 合 員 特 定 消 防 組 合 員 市 長 長 期 組 合 員 任 意 継 続 組 合 員 合 計

組 合 員 数（人） １４，２４０ １１ １，９０８ １ ４４０ １６，６００

給 料 月 額（百万円）
長 期 ４，６３１ ６ ６０１ １ ５，２３９
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短 期 ４，６７２ ８ ６０１ １ １４０ ５，４２２

１人当たり給料月額（円）
長 期 ３２５，１６８ ５８７，１８２ ３１５，０４７ ６２０，０００ ３２４，１７０

短 期 ３２８，０８１ ７６４，１００ ３１５，０４７ ８５５，０００ ３１７，１９５ ３２６，６１５

３ 組合職員の数は、次のとおりである。
（単位：人）

経 理 単 位 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 計

人 員 ２１ ４ ２７ ８ ５ ６５

４ 各経理単位別収支状況は、次のとおりである。
� 損益計算書の要旨

（単位：千円）

区 分 短 期 長 期 預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 財 形

（収 入）

負 担 金 ４，５８６，３８６ １６，４２９，５９３ １６４，０４７ ２９７，１７０

掛 金 ４，６８５，４３７ ７，６１２，９７６ ２９２，７２７

施設収入・商品売上 ３２９，９８８

連 合 会 交 付 金 ６５，３５１ ３１，９１８

利 息 及 び 配 当 金 ５３４ ４２４，７４３ ５２，５７５ ８，６８６ ４９，０１６ ６４６，５２０ ５，１５４ ９

そ の 他 収 入 ４３８，２１７ ７，４４２ ６，６７６ ３２，０４０ ２７９，３５５

他 経 理 か ら 繰 入 金 ３０，３８２ １００，０００

前 年 度 支 払 準 備 金 ７８３，６７５

計 １０，４９４，２４９ ２４，０４２，５６９ ４２４，７４３ ３１９，７９７ ６０５，２５９ ５１１，０４４ ６４６，５２０ ３１６，４２７ ９

（支 出）

給 付 金 ４，９９７，１６２

役 職 員 給 与 １５０，０６１ ４６，４１７ １３２，７８３ ７３，８５０ ４２，４５５

旅 費 ・ 事 務 費 ２２，７２７ ９０５ １，２２０ ２，６４５ ４４１

商 品 仕 入 ８，５２３

飲 食 材 料 費 ６５，７３８

委 託 費 ４５ ２，９７４ １０７，８６６ ３，８１２

支 払 利 息 ４２４，７４３ １，２３１ ４２７，２７０ ２５２，９２５
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連 合 会 払 込 金 １３２，７３４ １３，０７７

老 人 保 健 拠 出 金 ８０

退 職 者 給 付 拠 出 金 ３０８，７４７

前 期 高 齢 者 納 付 金 １，４５１，６１３

後 期 高 齢 者 支 援 金 １，４３４，８８２

病 床 転 換 支 援 金

介 護 納 付 金 ６８９，１９８

負 担 金 払 込 金 １６，４２９，５９３

掛 金 払 込 金 ７，６１２，９７６

事務費負担金払込金 ７２，８８７

他 経 理 へ 繰 入 金 ３０，３８２ １００，０００

そ の 他 の 支 出 ６３４，７７９ ５０，２１８ ３０７，２４１ ３２３，０４７ ４０，３４９ ３９，２４５

次 年 度 支 払 準 備 金 ７９０，７２０

計 １０，４７０，２９７ ２４，０４２，５６９ ４２４，７４３ ２９５，９３８ ４５７，５３７ ６４０，４０８ ５４７，９２６ ３４８，１４３ ０

差 引 当 期 利 益 金 ２３，９５２ ０ ０ ２３，８５９ １４７，７２２ △１２９，３６４ ９８，５９４ △３１，７１６ ９

� 貸借対照表の要旨
（単位：千円）

区 分 短 期 長 期 預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 財 形

（資 産）

流 動 資 産 １，２３０，８１９ １，２２７，２０５ １，１９３，７６９ ４５４，９００ ５７１，１６７ ５４２，１８９ ４，７４６，０６１ ２９４，６５０ ９，８７１

固 定 資 産 １９，１８５，３３１ １１，２１７ １，９５７，１４５ ３０，５７８，８９３ ９，７９３，８０８

欠 損 金

計 １，２３０，８１９ １，２２７，２０５ ２０，３７９，１００ ４６６，１１７ ５７１，１６７ ２，４９９，３３４ ３５，３２４，９５４ １０，０８８，４５８ ９，８７１

（負 債）

流 動 負 債 ３６０，０４７ １，２２７，２０５ ７，６５１ １３，８０６ ２８，０２９ ３１，７５６，８１０ ２２９

固 定 負 債 ７９０，７２０ ２０，３７９，１００ １４２，０４７ １０４，４９２ １７９，５７６ ２２，１５７ １０，０３７，７８５

剰 余 金 ８０，０５２ ３１６，４１９ ４５２，８６９ ２，２９１，７２９ ３，５４５，９８７ ５０，４４４ ９，８７１

計 １，２３０，８１９ １，２２７，２０５ ２０，３７９，１００ ４６６，１１７ ５７１，１６７ ２，４９９，３３４ ３５，３２４，９５４ １０，０８８，４５８ ９，８７１
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総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道空知総合振興局告示第１０２号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年７月１日

北海道空知総合振興局長 武 田 裕 二
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア ロータリ除雪車（２．２	／２，３００ｔ級） １台
（交換契約によりロータリ除雪車１台（２５０ＰＳ）を契約の相手方に供し、ロータ
リ除雪車１台を当該契約の相手方から調達する。）
イ 除雪トラック（１０ｔ級（６×６）） ３台
（交換契約により除雪トラック３台（１０ｔ級（６×６））を契約の相手方に供し、
除雪トラック３台を当該契約の相手方から調達する。）
ウ 除雪グレーダ１台（４．０	級） １台
アからウについては、それぞれの入札とする。

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 限
ア �のア及びウ 平成２４年３月１５日
イ �のイ 平成２４年２月２９日


 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。


 当該調達物品に係る技術及び設備を有していることを証明した者であること。
� 当該調達物品又はこれと同等の類似品に係る相当数の納入（製造）実績等があること
を証明した者であること。

� 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

 納入地区において、当該調達物品を納入後、１０年間以上の部品の供給が可能であるこ
と及び速やかに部品調達ができることを証明した者であること。

� この入札に参加を希望する者が、商法（明治３２年法律第４８号）第２７条又は会社法（平
成１７年法律第８６号）第１６条の代理商の場合は、代理商契約を証明する書類を添付した者
であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の
から�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年７月１日から同月２６日まで（日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休
日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０６４－０８１１ 札幌市中央区南１１条西１６丁目
北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設行政課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設行政課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区南１１条西１６丁目 北海道空知総合振興局札幌建

設管理部３階第１会議室（送付による場合は、郵便番号０６４－
０８１１ 札幌市中央区南１１条西１６丁目 北海道空知総合振興局札
幌建設管理部建設行政室建設行政課）

� 入 札 日 時 平成２３年８月１１日 午前１０時（送付による場合は、必着）
� 開 札 場 所 �に同じ。

 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量２５０グラムに見合

１０北 海 道 公 報 第����号平成２３年７月１日（金曜日）



う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に
関する事務を担当する組織に電子メール（アドレス：
satsudoboku.somu1@pref.hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１０ そ の 他
ア及びイの入札については、平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�から�まで及び

�から�まで、ウの入札については、同告示の４の�、
、から�まで及び�から�ま
でによるほか、次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設行政課
� 所 在 地 郵便番号０６４－０８１１ 札幌市中央区南１１条西１６丁目

電話番号０１１－５６１－０３８３
１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be purchased

ａ Rotary Snow Remover (lenggth 2.2 meters / 2,300 tons class) Quantity 1

ｂ Snow Removing Truck (10 tons class / 6 wheels-drive) Quantity 3

ｃ Snow Removing Grader (Blade length / 4.0 meters crass) Quantity 1

Ｂ Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M., August 11, 2011

Ｃ Contact : Constructional Administration Division, Office of Constructionnal Administration

Sapporo Department of Public Works Management, Sorachi General Subprefectural Bureau,

Hokkaido Govemment, Nisi 16-chome, Minami 11-jo, Chuo-ku, Sapporo 064-0811 Japan

Phone : 011-561-0383

北海道後志総合振興局告示第１８号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年７月１日

北海道後志総合振興局長 神 耐 三
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
複写機（１台）の賃貸借 一式（１月当たりの基本料金及び１枚当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２３年６月９日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社川端文化堂
� 住 所 虻田郡倶知安町北１条西２丁目
４ 落札金額
基本料金 ４，０００円
複写料金 １枚から３，０００枚まで ２円

３，００１枚以上 ２円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年５月１７日付け北海道後志総合振興局告示第１０号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道後志総合振興局地域政策部総務課
� 所在地 虻田郡倶知安町北１条東２丁目

北海道渡島総合振興局告示第７４号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日にマラケシュで作成された政府調達に関す
る協定の適用を受ける。
平成２３年７月１日

北海道渡島総合振興局長 永 井 正 博
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア 凍結防止剤散布車（湿式２．５�級） １台
（交換契約により除雪トラック（４ｔダンプ）１台を契約の相手方に供し、凍結防
止剤散布車１台を当該契約の相手方から調達する。）
イ ロータリー除雪車（２．２	／２，３００ｔ） １台
（交換契約によりロータリー除雪車（２．６	）１台を契約の相手方に供し、ロータ
リー除雪車１台を当該契約の相手方から調達する。）
ウ ロータリー除雪車（１．３	／７００ｔ） １台
（交換契約によりロータリー除雪車（１．５	）１台を契約の相手方に供し、ロータ
リー除雪車１台を当該契約の相手方から調達する。）
エ ロータリー除雪車（２．２	／２，３００ｔ） １台
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（交換契約によりロータリー除雪車（４００ＰＳ）１台を契約の相手方に供し、ロー
タリー除雪車１台を当該契約の相手方から調達する。）
オ 除雪トラック（１０ｔ専用６×６） １台
（交換契約により除雪トラック（１０ｔ専用６×６）１台を契約の相手方に供し、除
雪トラック１台を当該契約の相手方から調達する。）
アからオまでについては、それぞれ入札とする。

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 限
�のア 平成２４年１月３１日
�のイからオまで 平成２４年３月２６日


 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。


 当該調達物品又はこれと同等の類似品等に係る相当数の納入実績等があることを証明
した者であること。

� 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

� 当該調達物品の製造者又は販売代理店であること。
３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の
から�までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年７月１日から同月２２日まで（日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休
日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０４１－８５５４ 函館市美原４丁目６番１６号 北海道渡
島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 函館市美原４丁目６番１６号 北海道渡島合同庁舎３階３０１号

会議室（送付による場合は、郵便番号０４１－８５５４ 北海道渡島
総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課）

� 入 札 日 時 平成２３年８月１１日 午後２時（送付による場合は同月１０日ま
でに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。

 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１００グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、
、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課
� 所 在 地 郵便番号０４１－８５５４ 函館市美原４丁目６番１６号

電話番号０１３８－４７－９６０８
１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

ａ Truck Mounted Spreader (Wet type / 2.5 cubic meters) Quantity 1

ｂ Rotary Snow Remover (2.2 meters / 2,300 tons class) Quantity 1
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ｃ Rotary Snow Remover (1.3 meters / 700 tons class) Quantity 1

ｄ Rotary Snow Remover (2.2meters / 2,300 tons class) Quantity 1

ｅ Snow Removing Truck (10 tons class, 6×6) Quantity 1

Ｂ Bit tendering date and time : 2 : 00 P.M., August 11, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than August 10, 2011)

Ｃ Contact : Constructional Administration Division, Office of Constructional Administration,

Hakodate Department of Public Works Management, Oshima General Subprefectual Bureau,

Hokkaido Goverment 16-gou, 6-ban, 4-chome, Mihara Hakodate 041-8554 Japan

Phone : 0138-47-9608

道教育庁渡島教育局告示

北海道教育庁渡島教育局告示第２４号

次のとおり一般競争入札により落札者及び随意契約の相手方を決定した。
平成２３年７月１日

北海道教育庁渡島教育局長 和 田 基 興
１� 落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
ア 灯油その１（松前町地区） ６，０００リットル
イ 灯油その３（木古内町地区） ６，０００リットル
ウ 灯油その４（長万部町地区） ７，０００リットル
エ 灯油その６（森町地区） １０，０００リットル
オ 灯油その７（七飯町地区） ７，０００リットル
カ 灯油その１０（函館市２地区（旧戸井町）） ６，０００リットル
キ 灯油その１１（函館市３地区（旧南茅部町）） ４，０００リットル

� 落札を決定した日
平成２３年６月１０日

� 落札者の氏名及び住所
ア� 氏 名 前側石油株式会社
� 住 所 函館市大手町３番１号
イ� 氏 名 中森商店 中森則明
� 住 所 上磯郡木古内町本町１９０
ウ� 氏 名 有限会社五島商店
� 住 所 山越郡長万部町字長万部１５番地８２
エ� 氏 名 株式会社アサイ石油商事
� 住 所 茅部郡森町字新川町２１６番地の１０

オ� 氏 名 株式会社ひやま
� 住 所 函館市高松町１３０番地９２
カ� 氏 名 有限会社道南エネルギーサービス
� 住 所 函館市港町１丁目１２番１４号
キ� 氏 名 八港石油有限会社
� 住 所 函館市尾礼部町６２７番地


 落札金額
ア ９１円
イ ９０円
ウ ８４円
エ ７６円５０銭
オ ９０円
カ ９０円
キ ９０円

� 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

� 一般競争入札の公告
平成２３年４月２６日付け北海道教育庁渡島教育局告示第２１号

２� 随意契約に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
ア 灯油その５（八雲町地区） ９，０００リットル
イ 灯油その８（北斗市地区） ７４，０００リットル
ウ 灯油その９（函館市１地区（旧函館市部）） ７７，０００リットル

� 随意契約の相手方を決定した日
平成２３年６月１０日

� 随意契約の相手方の氏名及び住所
ア� 氏 名 株式会社エネック
� 住 所 二海郡八雲町東雲町１６番２１
イ� 氏 名 株式会社ひやま
� 住 所 函館市高松町１３０番地９２
ウ� 氏 名 横山石油株式会社
� 住 所 北斗市本町１丁目１６番６号


 随意契約に係る金額
ア ９０円
イ ８５円５０銭
ウ ８５円５０銭
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� 契約の相手方を決定した手続
随意契約

� 随意契約によった理由
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定による。

３ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁渡島教育局道立学校運営支援室
� 所在地 函館市美原４丁目６番１６号

道 立 図 書 館 告 示

北海道立図書館告示第１５号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年７月１日

北海道立図書館長 河 合 正 月
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
図書 ７，０００冊

� 調達をする物品等の仕様等 仕様書による。
� 納 入 期 日 平成２３年８月２４日（水）

 納 入 場 所 北海道立図書館（北海道江別市文京台東町４１番地）
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入（図書及び定期刊行物）の資格を有
すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

３ 契約条項を示す場所
北海道立図書館総務企画部管理課

４ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 江別市文京台東町４１番地 北海道立図書館１階研修室（送付

による場合は、郵便番号０６９－０８３４ 江別市文京台東町４１番
地 北海道立図書館総務企画部管理課）

� 入 札 日 時 平成２３年７月２７日（水）午後２時（送付による場合は、必
着）

� 開 札 場 所 �に同じ。

 開 札 日 時 �に同じ。
５ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

６ この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成２３年４月１５日付け北海道立図書館告示第１０号

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ３に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４版用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量８００グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、
、から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道立図書館総務企画部管理課
� 所 在 地 郵便番号０６９－０８３４ 江別市文京台東町４１番地

電話番号０１１－３８６－８５２１
１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured : 7,000 Books

Ｂ Bid tendering date and time : 2 : 00 P.M., July 27, 2011

Ｃ Contact : Administration section, General affairs division, Hokkaido Prefectural Library,

Higashi-machi 41, Bunkyodai, Ebetsu 069-0834 Japan

Phone : 011-386-8521

道 警 察 本 部 告 示
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北海道警察本部告示第２２５号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年７月１日

北海道警察本部長 殿 川 一 郎
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
警察官（男性）用冬服上衣 １，５０５着
警察官（男性）用冬服ズボン ２，２４６本
警察官（男性）用冬帽子 １，０７１個
警察官（男性）用冬活動帽 ７４５個

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 限 平成２３年１１月１５日

 納 入 場 所 契約担当者等が指定する場所
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。


 日本国内において、契約担当者等の求めにより北海道警察の職員の立会いの下に、検
査に応じられること。

� 当該調達物品の製造に必要な生地の供給を受けられること。
� 当該調達物品を製造する工場を確保できること。
３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の
から�までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年７月１日から同年８月５日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す
る休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０６０－８５２０ 札幌市中央区北２条西７丁目
北海道警察本部総務部会計課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道警察本部総務部会計課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場

（送付による場合は、郵便番号０６０－８５２０ 北海道警察本部総
務部会計課）

� 入 札 日 時 平成２３年８月１２日 午後１時３０分（送付による場合は、同月
１１日までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。

 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量５０グラムに見合う
郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契
約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道警察のホームページ（http : //www.police.pref.

hokkaido.lg.jp/）においてダウンロードすることができる。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、
、、�及び�から�までによるほか、次に
よる。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道警察本部総務部会計課
� 所 在 地 郵便番号０６０－８５２０ 札幌市中央区北２条西７丁目
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電話番号０１１－２５１－０１１０ 内線２２３７
１１ Summary

Ａ The nature and quantity of products to be procured :

ａ Male police officer’s winter clothes jackets, 1,505 pieces

ｂ Male police officer’s winter trousers, 2,246 pieces

ｃ Male police officer’s winter hats, 1,071 pieces

ｄ Male police officer’s winter hats for activity, 745 pieces

Ｂ Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., August 12, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than August 11, 2011)

Ｃ Contact : Finance Division, General Affairs Department, Hokkaido Prefectural Police

Headquarters, Nishi 7-chome, Kita 2-jo, Chuo-Ku, Sapporo 060-8520 Japan

Phone : 011-251-0110 Ext. 2237

正 誤

○平成２３年６月１４日（第２２８７号）
北海道訓令第１２号（北海道消防関係職員服制の一部を改正する訓令）中に次のとおり誤り
があったので訂正する。
ページ 欄 行
２７ 左 ６
誤 公布の日
正 平成２３年６月１４日
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